
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

大学の学費に関する意見書（案） 

 

近年、国立・私立大学の授業料の引き上げが相次いでいる。国立大学では、平成３１年度に東京工業大学、

東京芸術大学、令和２年度に一橋大学、千葉大学、東京医科歯科大学、令和６年度に東京農工大学が、文部科

学省が定める年額の標準額である５３万５８００円を上回る額へ値上げを行い、このうち多くの大学が、増額

の上限である標準額の２割増しの値上げを行っている。また、本年５月には、東京大学が授業料の値上げを検

討していると報じられ、学生や教員の有志が５月２１日「学費値上げに反対し、高等教育の予算の拡充を求め

る声明」を出すなど値上げ反対の声が広がった。しかし、令和７年度以降に入学する学部生から約１１万円を

値上げすることが決定された。 

 

私立大学も、この１０年間で平均授業料が約１０万円上昇し、令和５年度の入学者に係る初年度授業料の平

均額は、約９６万円にも上る。令和５年度から令和６年度にかけては物価高騰の影響などにより、約４分の１

の大学が学費の値上げを実施している。 

 

こうした授業料の値上げの背景には、国立大学法人への運営費交付金の削減や、私立大学への補助金が極め

て貧弱なことがある。政府は、平成24年に経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約の高等教育の無

償化の規定に係る留保を撤回しており、大学をはじめとする高等教育の学費を無償化していく責任がある。そ

れにもかかわらず、本年3月の中央教育審議会の高等教育の在り方に関する特別部会では、私立大学の学長が、

国立大学の学費を１５０万円程度に引き上げることを提案するなど、学費の値上げを加速させるような議論が

行われており、看過できない状況となっている。 

 

大学生、卒業生及び子育て世帯は、高額な学費、貧弱な奨学金制度、利子も含めた奨学金の返済により、既

に重い負担を強いられている。学生は、学費や生活費を賄うためのアルバイトに時間を割かなければならず、

勉学や研究に集中できない状況が生じている。そんな中での学費の値上げは、若者の教育を受ける権利を奪い、

未来を奪い、大学の活力や研究の質の低下を招き、社会にも大きな損失を与えるものである。 

よって、国会及び政府に対し、高等教育の無償化を実現する立場から検討を行い、国立大学法人運営費交付

金及び私立大学等経常費補助金を大幅に増額し、各大学が学費の値上げをせず、値下げができるような措置を

講ずるよう強く要請する。 

 

月 日 曜 議会日程 

11 

21 木 議会運営委員会 

28 木 本会議（議案上程） 

12 

2 月 常任委員会（資料請求決定） 

4 水 議会運営委員会（意見書の取り扱い） 

6 金 一般質問（みんなの交野、共産党） 

9 月 一般質問（維新の会、公明党） 

10 火 一般質問（にじいろ対話、未来創生会） 

11 水 一般質問 予備日 

12 木 総務文教常任委員会 

13 金 都市環境福祉常任委員会 

16 月 常任委員会（予備日） 

23 月 本会議（委員長報告・採決） 

 

日本共産党は 12月議会に、下記の「大学の学費に関する意見書（案）」と、「大深度地下

使用法の廃止を求める意見書（案）」の 2本の意見書を提出しました。 

 

交野市地域公共交通会議 

１１月２７日（水）１０：００～ 

市役所別館 ３階 中会議室 

傍聴定員２０名まで 

 

日本共産党の一般質問は 

12月 6日（金）午後 1時ごろ～ 

の予定です（変更になる場合もあります） 

ぜひ傍聴にお越しください 

※11月 12日付で、 

市民クラブ（野口議員、黒田議員）

に松本議員が加わり、会派名が 

「未来創生会」に変更されました。 


